
JP 6075991 B2 2017.2.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動ユニットと、前記駆動ユニットに着脱可能に装着され、前記駆動ユニットにより駆
動される処置具とを備える医療用マニピュレータであって、
　前記処置具を体内に導くシースと、
　前記処置具に接続され、駆動することで前記処置具を作動させる操作部材と、
　自身の軸線を中心に回転することで前記操作部材を駆動する処置具側駆動軸と、
　前記処置具に接続された作動量検出部材と、
　前記作動量検出部材の変位により自身の軸線を中心に回転される処置具側検出軸と、
　駆動力を発生する駆動部を有して前記駆動ユニットに設けられ、前記処置具側駆動軸と
係合して前記駆動力を前記処置具側駆動軸に伝達する駆動ユニット側駆動軸と、
　前記作動量検出部材の変位量を検出する検出部を有して前記駆動ユニットに設けられ、
前記処置具側検出軸と係合して前記処置具側検出軸の回転が伝達される駆動ユニット側検
出軸と、
　前記シースにおいて前記処置具を挿入する側の基端部に設けられ、前記処置具の形状を
所定の作動量だけ作動している所定作動状態に規定する形状規定部と、
　前記処置具側駆動軸および前記処置具側検出軸の回転方向における位相を設定する位相
設定部と、
　を備え、
　前記位相設定部は、所定の信号を受け取ったときに、前記処置具側駆動軸および前記処
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置具側検出軸の前記位相を前記所定作動状態に対応付けて設定することを特徴とする医療
用マニピュレータ。
【請求項２】
　前記形状規定部は、前記処置具が前記所定作動状態に規定されたときに前記位相設定部
に信号を送る検知部を有し、前記位相設定部は、前記検知部から前記信号を受け取ったと
きに、前記処置具側駆動軸および前記処置具側検出軸の前記位相を前記所定作動状態に対
応付けて設定することを特徴とする請求項１に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項３】
　前記処置具は湾曲部を有し、前記所定作動状態は、前記湾曲部が直線状となった状態で
あることを特徴とする請求項１または２に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項４】
　前記形状規定部は、前記湾曲部が直線状になるように押圧する押圧部材を有することを
特徴とする請求項３に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項５】
　駆動ユニットと、前記駆動ユニットに着脱可能に装着され、前記駆動ユニットにより駆
動される処置具と、前記処置具に接続され、駆動することで前記処置具を作動させる操作
部材と、自身の軸線を中心に回転することで前記操作部材を駆動する処置具側駆動軸と、
前記処置具に接続された作動量検出部材と、前記作動量検出部材の変位により自身の軸線
を中心に回転される処置具側検出軸と、駆動力を発生する駆動部を有して前記駆動ユニッ
トに設けられ、前記処置具側駆動軸と係合して前記駆動力を前記処置具側駆動軸に伝達す
る駆動ユニット側駆動軸と、前記作動量検出部材の変位量を検出する検出部を有して前記
駆動ユニットに設けられ、前記処置具側検出軸と係合して前記処置具側検出軸の回転が伝
達される駆動ユニット側検出軸とを備える医療用マニピュレータにおける処置具交換方法
であって、
　前記処置具を前記駆動ユニットに装着して前記処置具側駆動軸と前記駆動ユニット側駆
動軸とを係合するとともに前記処置具側検出軸と前記駆動ユニット側検出軸とを係合し、
　前記処置具の形状を所定の作動量だけ作動している所定作動状態に保持し、
　前記処置具側駆動軸および前記処置具側検出軸の回転方向における位相を前記所定作動
状態に対応付けて設定する
　ことを特徴とする処置具交換方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用マニピュレータ、より詳しくは、交換可能な複数の処置具を装着して
使用する医療用マニピュレータ、および医療用マニピュレータにおける処置具交換方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療用マニピュレータでは、本体に対して着脱可能な複数種類の処置具を備え、
行う手技や対象組織等に応じて処置具を適宜選択し、本体に装着して使用することが知ら
れている。例えば、特許文献１には、駆動部を有する本体と、処置具に相当する作業部と
が着脱可能に構成された医療用マニピュレータが記載されている。
【０００３】
　医療用マニピュレータの処置具の中には、先端側に湾曲部を有し、駆動部等でワイヤ等
の操作部材を操作することで、所望の方向に湾曲させて手技等を行うものがある。したが
って、このような処置具の湾曲状態と術者の操作とを高精度に対応させるには、駆動部の
位相と処置具の位相とが一致した状態で係合される必要がある。しかしながら、交換のた
めに、処置具を本体から取り外すと、駆動部のシャフト等は、係合の解除によりフリーの
状態になるため、自重等により回転してしまうことがある。このような回転を生じた後に
他の処置具を装着すると、互いの位相が一致しなくなる結果、処置具の状態と術者の操作
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との対応精度が低下するという問題がある。
【０００４】
　特許文献１の医療用マニピュレータでは、この問題を考慮して、駆動部側係合部に駆動
軸の軸線方向に進退する検出ピンを設け、作業部側係合部には周方向での軸線方向に高さ
が変化するカム面を設けている。そして、カム面に当接して変化する検出ピンの位置を検
出するセンサを設けることで、接続した状態における作業部側の位相を駆動部側で検出し
ている。
　したがって、作業部を交換または再装着した際に駆動部と作業部の間の位相がずれて取
り付けられても、駆動部側と作業部側との位相差を検出することができる。したがって、
検出された位相差分の補正を行うことで、駆動部と作業部との角度対応（位相）を一致さ
せることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１０／１２６１２７号
【特許文献２】特開平４－２６３８３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、操作部材がワイヤ等の比較的剛性の低い材料で形成されている場合、操作部
材が操作中に伸縮するため、ワイヤの操作量で処置具先端の湾曲角度（変位量）等を検出
しようとすると、誤差が生じやすくなる。これを解決するために、操作部材とは別に湾曲
部の変位量を手元操作部に伝える湾曲形状検出ワイヤを設けることが提案されている（例
えば、特許文献２参照。）。
　湾曲形状検出ワイヤには操作力量が作用しないため、伸縮がほとんど生じない。したが
って、湾曲形状検出ワイヤの変位量を検出することで、先端側の湾曲状態等を高精度に検
出することができる。
【０００７】
　ここで、特許文献１のようなマニピュレータに湾曲形状検出ワイヤを設ける場合、本体
側において、駆動用のシャフトと、湾曲形状検出用のシャフトとは、フリーの状態になっ
たときに、全く関連性のない挙動を示すため、それぞれに検出ピン、カム面、およびセン
サ等の位相検出用機構を設ける必要がある。また、特許文献１に記載のマニピュレータで
は、位相補正の精度は、センサの精度はもとより、検出ピンやカム面の加工精度にも大き
く左右される。これらの事情により、特許文献１のようなマニピュレータに湾曲形状検出
ワイヤを設けようとすると、構造が複雑になり、製造も容易でなくなるという問題がある
。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みて成されたものであり、簡素な構造で、高精度の加工を必要と
せずに、処置具の交換や再装着時における本体側と処置具側との位相合わせを行うことが
できる医療用マニピュレータを提供することを目的とする。
　本発明の他の目的は、処置具の交換や再装着時における本体側と処置具側との位相合わ
せを簡便に行うことができる処置具の交換方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第一の態様は、駆動ユニットと、前記駆動ユニットに着脱可能に装着され、前
記駆動ユニットにより駆動される処置具とを備える医療用マニピュレータであって、前記
処置具を体内に導くシースと、前記処置具に接続され、駆動することで前記処置具を作動
させる操作部材と、自身の軸線を中心に回転することで前記操作部材を駆動する処置具側
駆動軸と、前記処置具に接続された作動量検出部材と、前記作動量検出部材の変位により
自身の軸線を中心に回転される処置具側検出軸と、駆動力を発生する駆動部を有して前記
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駆動ユニットに設けられ、前記処置具側駆動軸と係合して前記駆動力を前記処置具側駆動
軸に伝達する駆動ユニット側駆動軸と、前記作動量検出部材の変位量を検出する検出部を
有して前記駆動ユニットに設けられ、前記処置具側検出軸と係合して前記処置具側検出軸
の回転が伝達される駆動ユニット側検出軸と、前記シースにおいて前記処置具を挿入する
側の基端部に設けられ、前記処置具の形状を所定の作動量だけ作動している所定作動状態
に規定する形状規定部と、前記処置具側駆動軸および前記処置具側検出軸の回転方向にお
ける位相を設定する位相設定部と、を備え、前記位相設定部は、所定の信号を受け取った
ときに、前記処置具側駆動軸および前記処置具側検出軸の前記位相を前記所定作動状態に
対応付けて設定することを特徴とする。
【００１０】
　前記形状規定部は、前記処置具が前記所定作動状態に規定されたときに前記位相設定部
に信号を送る検知部を有し、前記位相設定部は、前記検知部から前記信号を受け取ったと
きに、前記処置具側駆動軸および前記処置具側検出軸の前記位相を前記所定作動状態に対
応付けて設定してもよい。
【００１１】
　前記処置具は湾曲部を有し、前記所定作動状態は、前記湾曲部が直線状となった状態で
あってもよい。
　さらに、前記形状規定部は、前記湾曲部が直線状になるように押圧する押圧部材を有し
てもよい。
【００１２】
　本発明の第二の態様は、駆動ユニットと、前記駆動ユニットに着脱可能に装着され、前
記駆動ユニットにより駆動される処置具と、前記処置具に接続され、駆動することで前記
処置具を作動させる操作部材と、自身の軸線を中心に回転することで前記操作部材を駆動
する処置具側駆動軸と、前記処置具に接続された作動量検出部材と、前記作動量検出部材
の変位により自身の軸線を中心に回転される処置具側検出軸と、駆動力を発生する駆動部
を有して前記駆動ユニットに設けられ、前記処置具側駆動軸と係合して前記駆動力を前記
処置具側駆動軸に伝達する駆動ユニット側駆動軸と、前記作動量検出部材の変位量を検出
する検出部を有して前記駆動ユニットに設けられ、前記処置具側検出軸と係合して前記処
置具側検出軸の回転が伝達される駆動ユニット側検出軸とを備える医療用マニピュレータ
における処置具交換方法であって、前記処置具を前記駆動ユニットに装着して前記処置具
側駆動軸と前記駆動ユニット側駆動軸とを係合するとともに前記処置具側検出軸と前記駆
動ユニット側検出軸とを係合し、前記処置具の形状を所定の作動量だけ作動している所定
作動状態に保持し、前記処置具側駆動軸および前記処置具側検出軸の回転方向における位
相を前記所定作動状態に対応付けて設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の医療用マニピュレータによれば、簡素な構造で、高精度の加工を必要とせずに
、処置具の交換や再装着時における本体側と処置具側との位相合わせを行うことができる
。
　また、本発明の処置具交換方法によれば、処置具の交換や再装着時における本体側と処
置具側との位相合わせを簡便に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第一実施形態に係る医療用マニピュレータであるマスタスレーブシステ
ムの全体構成を示す図である。
【図２】同マスタスレーブシステムの処置具を示す模式図である。
【図３】同処置具の先端側を示す部分拡大図である。
【図４】同処置具の駆動および湾曲量検出の仕組みを説明する模式図である。
【図５】同マスタスレーブシステムのシースを示す斜視図である。
【図６】（ａ）は、同マスタスレーブの形状規定部の軸線方向における断面図であり、（
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ｂ）は、同形状規定部の径方向における断面図である。
【図７】同マスタスレーブシステムにおけるスレーブアームの一部の機能ブロック図であ
る。
【図８】処置具交換前の処置具側軸および駆動ユニット側軸の位相の一例を示す図である
。
【図９】処置具取り外し後の処置具側軸および駆動ユニット側軸の位相の一例を示す図で
ある。
【図１０】処置具装着直後の処置具側軸および駆動ユニット側軸の位相の一例を示す図で
ある。
【図１１】処置具側軸および駆動ユニット側軸の形状の一例を示す図である。
【図１２】（ａ）から（ｃ）は、処置具交換時の一過程における形状規定部および処置具
を示す図である
【図１３】処置具装着直後の処置具側軸および駆動ユニット側軸の位相合わせの一例を示
す図である。
【図１４】本発明の第二実施形態に係るマスタスレーブシステムにおける形状規定部を示
す図である。
【図１５】同形状規定部に処置具が挿入された状態を示す図である。
【図１６】同形状規定部の変形例を示す図である。
【図１７】本発明の変形例における処置具の先端部を示す模式図である。
【図１８】同変形例における形状規定部に同処置具が挿入される状態を示す図である。
【図１９】（ａ）は、本発明の他の変形例における形状規定部および処置具を示す図、（
ｂ）は、同形状規定部に同処置具が挿入された状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の第一実施形態について、図１から図１３を参照して説明する。図１は、本発明
の医療用マニピュレータであるマスタスレーブシステム１の全体構成を示す図である。マ
スタスレーブシステム１は、マスターアーム２１を有し、操作指令を発するためのマスタ
入力部２と、スレーブアーム３１を有するスレーブマニピュレータ３とを備え、術者（操
作者）Ｏｐによるマスターアーム２１の操作に追従させるようにしてスレーブアーム３１
を遠隔制御するものである。マスターアーム２１を介した操作指令は、制御部８のマスタ
制御部８１に送信され、必要に応じて適宜変換処理が施された後、マニピュレータ制御部
８２に入力される。その後、マニピュレータ制御部８２からスレーブマニピュレータ３へ
動作信号が送られ、スレーブアーム３１が動作する。
【００１６】
　図１に示すように、スレーブマニピュレータ３は、患者Ｐが載置される手術台１００に
設置されている。スレーブアーム３１は複数の多自由度関節を有して構成されており、多
軸動作可能である。各多自由度関節は、図示しない動力部によって個別に駆動される。動
力部としては、例えばインクリメンタルエンコーダや減速器等を備えたサーボ機構を有す
るモータ（サーボモータ）等を用いることができる。
【００１７】
　スレーブアーム３１の先端部には、患者Ｐの体内に挿入されて手技を行う処置具５０が
取り付けられる。処置具５０は、患者Ｐの体内に挿入されたシース４１に挿入され、シー
ス４１経由で体内に導入される。処置具５０は、手技によって使い分けるため、先端側の
処置部の構造や形状が異なる複数種類が用意されており、これをスレーブアーム３１の先
端部に交換しながら装着して各種手技を行う。処置具５０の構成やスレーブアーム３１と
の連結部位の構造の詳細については後述する。
【００１８】
　患者Ｐの体内には、処置具５０によって手技が行われる手技対象部位を含む術野の映像
を取得する内視鏡等の図示しない観察手段が導入されている。観察手段は、公知のものを
適宜選択して用いることができる。導入経路にも特に制限はなく、専用のスレーブアーム
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に取り付けて導入したり、観察手段として腹腔鏡を用い、腹壁にポートを設けて非経口的
に導入したりしてもよい。
【００１９】
　マスタ入力部２は、術者Ｏｐが操作する複数のマスターアーム２１と、上述の観察手段
により取得された映像が表示される表示部２２とを備えている。各マスターアーム２１は
、多軸動作可能な公知の構成を有し、術者Ｏｐに近い先端側に、術者が把持して操作指令
を発する操作部としての把持部２１Ａを備えている。
【００２０】
　図２は、処置具５０の構成を示す模式図である。処置具５０は、可撓性を有する長尺の
挿入部５１と、挿入部５１の先端側に設けられた湾曲部５２と、湾曲部５２の先に取り付
けられたエンドエフェクタ５３とを備えており、いわゆる軟性の処置具として構成されて
いる。
【００２１】
　図３は、処置具５０の先端側を示す部分拡大図である。湾曲部５２は、複数の節輪５２
ａが軸線方向に並べて配置された公知の構成を有している。最も先端側の節輪５２ａには
、湾曲部５２を駆動するための操作ワイヤ（操作部材）５４の両端部が固定されており、
操作ワイヤ５４を駆動することで、操作ワイヤ５４を含む面方向における２方向に湾曲部
５２を湾曲させることができる。
　エンドエフェクタ５３は、本実施形態では、一対の鉗子片５３ａを備えた把持鉗子とさ
れている。本実施形態では、エンドエフェクタ５３の一対の鉗子片５３ａは、鉗子片５３
ａに取り付けられた図示しないワイヤ等の操作部材を進退させることにより開閉されるが
、その基本構造は公知であるため省略する。なお、エンドエフェクタの具体的構成は処置
具の種類により異なり、操作部材を備えない場合もある。
【００２２】
　図４は、処置具５０の駆動および湾曲量検出の仕組みを説明する模式図である。操作ワ
イヤ５４の中間部は、第一プーリ５５に巻き回されている。スレーブアーム３１には、処
置具５０の湾曲操作を行う駆動ユニット７０が設けられており、処置具５０がスレーブア
ーム３１に装着されると、第一プーリ５５の軸（処置具側駆動軸）５５ａに駆動ユニット
７０の第一軸（駆動ユニット側駆動軸）７１が係合する。第一軸７１には、正転および逆
転が可能なモータ等からなる駆動部７２が取り付けられており、駆動部７２が駆動すると
、第一軸７１が回転駆動され、その駆動が第一プーリ５５の軸５５ａに伝達されて第一プ
ーリ５５が回転され、操作ワイヤ５４が駆動される。
【００２３】
　湾曲部５２には、操作ワイヤ５４と別に、湾曲部５２の湾曲方向および角度量を検知す
るためのセンシングワイヤ（作動量検出部材）５６が取り付けられている。センシングワ
イヤ５６は、操作ワイヤ５４と同様に、両端部が最も先端側の節輪５２ａに固定され、操
作ワイヤ５４と同一（略同一を含む）の面上に位置するように基端側まで配置されて第二
プーリ５７に巻き回されている。処置具５０がスレーブアーム３１に装着されると、第二
プーリ５７の軸（処置具側検出軸）５７ａに駆動ユニット７０の第二軸（駆動ユニット側
検出軸）７３が係合する。第二軸７３には、ロータリーエンコーダ等からなる検出部７４
が取り付けられている。湾曲部５２が湾曲すると、センシングワイヤ５６が湾曲に応じて
変位し、第二プーリ５７が回転される。第二プーリ５７の回転は第二軸７３に伝達され、
第二軸７３の回転の向きおよび回転量を検出部７４が検出することで、センシングワイヤ
５６の変位量が検出される。
　センシングワイヤ５６には湾曲操作時の操作力量が作用しないため、操作ワイヤ５４に
比べて伸びにくく、伸びによる誤差の発生を抑えて変位量を検出することができる。
【００２４】
　図４に示すように、処置具５０の基端側には、スレーブアーム３１への着脱を容易にす
るためのベース５８が取り付けられており、各プーリ５５、５７の軸５５ａおよび５７ａ
は、ベース５８に設けられた貫通孔に回転可能に挿通されている。スレーブアーム３１の
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駆動ユニット７０にも、ベース５８と同形同大のベース７５が設けられており、第一軸７
１および第二軸７３がベース７５に設けられた貫通孔を通ってベース７５上に突出してい
る。ベース５８における軸５５ａおよび５７ａの位置と、ベース７５における第一軸７１
および第二軸７３の位置とは同一であるため、使用者は、ベース５８をベース７５に重な
るように移動させることで、係合させるべき軸同士の位置合わせを容易に行うことができ
る。
　なお、図示を省略するが、駆動ユニット７０は、エンドエフェクタ５３の開閉を行うた
めのワイヤを駆動するための軸および駆動部も有しており、上述のように処置具５０が装
着されると、駆動ユニット７０によりエンドエフェクタ５３の一対の鉗子片５３ａの開閉
が可能になる。
【００２５】
　図５は、シース４１を示す斜視図である。シース４１において、処置具５０が挿入され
る基端側には、処置具交換または再装着時における駆動ユニット７０の軸の位相設定（後
述）に用いられる形状規定部４２が設けられている。
　図６（ａ）は、形状規定部４２の軸線方向における断面図であり、図６（ｂ）は、形状
規定部４２の径方向における断面図である。形状規定部４２は、筒状の本体４３と、本体
４３の内面から突出して挿入された処置具５０を押圧する４つの押圧部材４４と、挿入さ
れた処置具５０の湾曲部５２が形状規定部４２に収容されたことを検知する検知部４５と
を備えている。
【００２６】
　押圧部材４４は、本体４３の軸線方向に延びる略直方体状の部材であり、本体４３の軸
線に平行な押圧面４４ａを有する。本体４３の内壁には、各押圧部材４４が進入可能な大
きさの凹部４３ａが形成されている。各押圧部材４４は、凹部４３ａに取り付けられた弾
性部材４６と接続されている。これにより各押圧部材４４は、弾性部材４６によって本体
４３の内腔に突出するよう付勢され、本体４３の径方向外側に押されると、弾性部材４６
を圧縮して凹部４３ａ内に進入する。
【００２７】
　外力が作用しない自然状態において、対向する押圧部材４４の押圧面４４ａ間の距離は
、挿入される処置具５０の湾曲部５２の径よりも小さくなるように設定されている。また
、押圧面４４ａの本体軸線方向における長さは、湾曲部５２の長さ以上の長さに設定され
ている。
　また、各押圧部材４４の基端側は、処置具５０を挿入しやすいように、斜面状に形成さ
れている。その結果、対向配置された押圧部材４４間の距離は、基端側に向かうにつれて
徐々に大きくなっている。
【００２８】
　本実施形態の検知部４５は、出光部４５ａおよび受光部４５ｂを備えた透過型センサと
なっており、出光部４５ａと受光部４５ｂの間における物体の有無を検知する。検知部４
５は、押圧部材４４の先端側における物体の有無を検知できるものであればその具体的構
成や検知原理等に特に制限はなく、公知の各種センサを用いることができる。
【００２９】
　図７は、スレーブアーム３１の一部の機能ブロック図である。マニピュレータ制御部８
２は、駆動部７２の駆動量を算出する演算部８３と、演算部８３の演算結果に基づいて駆
動部８２を駆動する駆動信号を生成するためのＤＡ変換部８４とを備えている。演算部８
３は、駆動ユニット７０の検出部７４、および駆動部７２の角度を検出する角度センサ７
６と接続されており、これら機構の検出値が演算部８３に送られる。さらに、シース４１
の検知部４５も演算部８３と接続されており、検知部４５が物体を検知すると、その情報
は演算部８３に送られる。
　なお、図７に示した各部の接続態様は、信号の送受信や検出値のやり取りが可能であれ
ばよく、有線、無線のいずれでも構わない。
【００３０】
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　上記のように構成されたマスタスレーブシステム１の使用時の動作について説明する。
　術者がマスターアーム２１に処置具５０の湾曲部５２を湾曲させる操作入力を行うと、
当該操作入力がマスタ制御部８１からマニピュレータ制御部８２に送られる。マニピュレ
ータ制御部８２の演算部８３では、受け取った操作入力に基づいて駆動部７２の駆動量を
算出し、ＤＡ変換部８４において、算出された駆動量に基づき駆動信号が先制され、駆動
ユニット７０の駆動部７２に送られる。このようにして駆動部７２が回転されると、処置
具５０の第一プーリ５５が回転されて、湾曲部５２が所望の向きおよび角度量で湾曲され
る。
【００３１】
　処置具５０を交換する場合、術者または補助者等の使用者は、処置具５０のベース５８
をつかんでスレーブアーム３1の駆動ユニット７０から取り外す。そして、交換する処置
具のベースをつかんで駆動ユニット７０のベース７５に取り付ける。このとき、処置具を
取り外した後に駆動ユニット７０の第一軸７１や第二軸７３が回転してしまっていても、
次の処置具を装着時に所定の動作を行うことで、処置具ユニット７０の各軸７１、７３と
、処置具側の各軸５５ａ、５７ａとの位相が好適に合わせられ、術者は違和感を覚えずに
好適に操作することが可能になる。以下、具体的に説明する。
【００３２】
　まず、処置具５０を取り外す前において、処置具ユニット７０側の各軸７１、７３と、
処置具５０側の各軸５５ａ、５７ａとの位相が一致していると仮定する。例えば、湾曲部
５２が右に１０°曲がっていたとすると、図８に示すように、処置具ユニット７０の各軸
７１、７３と、処置具５０側の各軸５５ａ、５７ａは、いずれも右に１０°を示している
。なお、図８以降の説明では、右回りの角度（１８０°まで）を正の値で、左回りの角度
（１８０°まで）を負の値で示す。
【００３３】
　図８に示す状態から湾曲部５２を操作して、湾曲部５２が左に４０°曲がった状態で処
置具５０を駆動ユニット７０から取り外すと仮定する。処置具を取り外す直前まで、すべ
ての軸は－４０°を示している。処置具５０では、操作ワイヤ５４にテンションがかかっ
た状態で巻き回されているため、駆動ユニット７０から切り離された後でも、各軸５５ａ
、５７ａは、図９に示すように、－４０°を示した状態が保持される。一方、駆動ユニッ
ト７０の第一軸７１および第二軸７３は、それぞれ軸５５ａ、５７ａによる拘束を受けな
くなるため、自重等の外的要因により予測不能な回転を生じて、それぞれある角度を示す
。図９には、一例として、第一軸７１が－３０°、第二軸７３が７０°を指した状態を示
している。
【００３４】
　次に、新たな処置具５０Ａが駆動ユニット７０に装着されるが、処置具５０Ａの装着時
における湾曲部の向きおよび角度量は、必ずしも処置具５０の取り外し直前の状態とは一
致しない。そこで、図１０では、処置具５０Ａの湾曲部が左に８０°湾曲している状態と
仮定する。処置具５０Ａのベース５８を駆動ユニット７０のベース７５に接近させていく
と、軸５５ａと第一軸７１とが、また軸５７ａと第二軸７３とが係合して２つの軸が係合
される。このとき、例えば図１１に示すように、処置具側の軸（例えば軸５５ａ）と駆動
ユニット側の軸（例えば第一軸７１）との係合部位の、軸線と直交する方向の断面が正六
角形であった場合、より小さい力で回転する第一軸７１および第二軸７３が処置具側の軸
に係合できるように適宜回転して、両者が係合される。その結果、例えば図１０に示すよ
うに、第一軸７１は、右に１０°回転して－２０°を指し、第二軸７３は、左に３０°回
転して４０度を指した状態でそれぞれ軸５５ａおよび５７ａと係合される。このように、
図１１では、係合部位の断面形状が六角形であるため、第一軸７１と第二軸７３とのずれ
量は、３６０°を断面形状の角の数で除した６０°の整数倍となる。
【００３５】
　ベース５８がベース７５に装着され、それぞれ対応する軸が係合されたら、使用者は、
シース４１の基端側に処置具５０Ａの先端側を挿入する。これにより、図１２（ａ）に示
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すように、処置具５０Ａの先端側が徐々にシース４１の形状規定部４２内に進入していく
。形状規定部４２内に進入した処置具５０Ａは、図１２（ｂ）に示すように、押圧部材４
４を本体４３に向かって押しながら形状規定部４２内を先端側に進む。その過程で、湾曲
部５２が各押圧部材４４の押圧面４４ａで押され、図１２（ｃ）に示すように、本体４３
の軸線と平行な直線状に変形される。こうして湾曲部５２の形状は、形状規定部４２によ
り湾曲角度が０°の状態（所定作動状態）に規定されて保持される。
【００３６】
　湾曲部５２が軸線方向にわたって押圧面４４ａと接触すると、エンドエフェクタ５３が
出光部４５ａと受光部４５ｂとの間に移動し、検知部４５によって検知され、検知信号が
演算部８３に送られる。検知信号を受信した演算部８３は、その時点における第一軸７１
および第二軸７３の回転角度を湾曲部５２が０°の状態と設定し、形状規定部４２によっ
て規定された湾曲部５２の形状と対応付ける。
【００３７】
　この動作を図１０に示した例で説明すると、湾曲部５２は－８０°の状態で形状規定部
４２に挿入されてから直線状、すなわち０°となるため、図１３に示すように、処置具５
０の軸５５ａおよび５７ａが右に８０°回転される。これに伴い、軸５５ａおよび５７ａ
と係合した第一軸７１および第二軸７３もそれぞれ右に８０°回転され、それぞれ６０°
および１２０°を示す。演算部８３は、この状態をそれぞれ第一軸７１および第二軸７３
の０°と設定し、以降の駆動部７２の動作制御や検出部７４によるセンシングワイヤ５６
の変位量検出を設定後の位置を基準にして行う。こうして、処置具側の軸と駆動ユニット
側の軸との位相合わせが完了する。
　このとき、必要に応じて、処置具交換に伴う位相合わせが完了した旨のメッセージや画
像等を表示部２２に表示し、使用者が認識できるようにしてもよい。
【００３８】
　以上説明したように、本実施形態のマスタスレーブシステム１によれば、処置具の交換
時にスレーブアーム３１の駆動ユニット７０に新たに装着された処置具５０Ａの湾曲部５
２がシース４１の形状規定部４２により直線状とされた状態で、演算部８３が駆動ユニッ
ト７０の第一軸７１および第二軸７３の回転位置を直線状に対応した０°に設定する。し
たがって、第一軸７１および第二軸７３の回転位置を検出せずに駆動ユニットの軸と処置
具の軸との位相合わせを行うことが出来るため、駆動ユニットの構造を簡素にすることが
でき、演算部における複雑な演算も必要ない。
【００３９】
　また、形状規定部４２に検知部４５が設けられているため、使用者が処置具交換に伴い
新たな処置具の挿入部５１をシース４１に挿入していくだけで、駆動ユニットと処置具と
の位相合わせが自動的に行われる。したがって、使用者に余分な操作をさせずに位相合わ
せを行うことができ、スムーズに手技を行うことが出来る。
【００４０】
　さらに、押圧部材４４の基端側が斜面状に形成されているため、挿入した処置具の挿入
部が引っ掛かりにくく、スムーズに挿入することが出来る。
【００４１】
　次に、本発明の第二実施形態について、図１４から図１６を参照して説明する。本実施
形態と第一実施形態のとの異なる点は、形状規定部がシースと分離されて設けられている
点である。なお、以降の説明において、すでに説明したものと共通する構成については、
同一の符号を付して重複する説明を省略する。
【００４２】
　図１４は、本実施形態のマスタスレーブシステムにおける形状規定部９１を示す図であ
る。形状規定部９１は、シースの一部ではなく、独立した治具として構成されており、本
体９２と、検知部９３とを備えている。
【００４３】
　本体９２には、湾曲部５２が挿入されることにより湾曲部５２を直線状に規定する穴部
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９４が形成されている。穴部９４は、湾曲部５２の外径よりわずかに大きい内径で直線状
に延びる第一領域９４ａと、第一領域９４ａよりも奥に縮径されつつ延びる第二領域９４
ｂとを備えている。第一領域の９４ａの軸線方向の寸法は、湾曲部５２の軸線方向の寸法
以上であり、第二領域９４ｂの軸線方向の寸法は、エンドエフェクタ５３が閉じた状態に
おける軸線方向の寸法と略同一とされている。検知部９３は、第一実施形態の検知部４５
と同様に、出光部９３ａおよび受光部９３ｂを有し、第二領域９４ｂの最も奥側に配置さ
れている。検知部９３は、演算部８３に信号を送信可能に接続されている。接続方式は有
線、無線のいずれでも構わない。
【００４４】
　本実施形態のマスタスレーブシステムにおける処置具交換時の動作について説明する。
　第一実施形態と同様の操作で新しい処置具５０Ａを駆動ユニット７０に装着した後、使
用者は、処置具５０Ａの先端側を形状規定部９１の穴部９４に挿入する。なお、この実施
形態では、エンドエフェクタ５３を開閉させる操作部材が巻き回されたプーリの軸がベー
ス５８に配置され、当該プーリを駆動する軸がベース７５に設けられており、処置具５０
Ａの装着時にこれら２つの軸も係合される。
【００４５】
　湾曲部５２は、穴部９４の第一領域９４ａに進入することでその形状が直線状に規定さ
れる。このとき、エンドエフェクタ５３は、第二領域９４ｂ内に進入し、徐々に縮径する
第二領域９４ｂの内壁と接触して閉じられていく。図１５に示すように、湾曲部５２が完
全に第一領域９４ａ内に収容されると、エンドエフェクタ５３も閉じた形状に規定される
。閉じたエンドエフェクタ５３の先端部が検知部９３により検知されると、第一実施形態
と同様の流れで、第一軸、第二軸、および上述のエンドエフェクタを駆動する軸の検知さ
れた時点における位置が、演算部８３により０°に設定されて位相合わせが行われる。
【００４６】
　本実施形態においても、第一実施形態と同様に、複雑な構造や演算を必要とせずに、簡
便に処置具と駆動ユニットの位相合わせを行うことができる。
【００４７】
　また、形状規定部９１の穴部に第二領域９４ｂが設けられているため、湾曲部に加えて
エンドエフェクタの形状も所定の形状に規定することができる。その結果、エンドエフェ
クタの駆動軸についても簡便に位相合わせを行うことができる。
【００４８】
　さらに、形状規定部９１は、シースと別個に設けられているため、一般に使い捨てとさ
れるシースの構造を簡素にし、製造コストを抑えることができる。
【００４９】
　本実施形態において、形状規定部の本体は、必ずしも一体に形成されなくてもよい。例
えば、図１６に示す変形例のように、それぞれ溝を有する部材９２Ａおよび９２Ｂの二つ
の部材で本体９２を構成し、部材９２Ａと部材９２Ｂとを合わせた時に穴部９４が形成さ
れるようにしてもよい。このようにすると、いずれか一方の部材の溝に沿わせて処置具を
配置してから他方の部材とあわせることで、湾曲部５２およびエンドエフェクタ５３の形
状を所望の形状に規定することができるため、湾曲部の穴部９４への収容操作が簡便とな
る。
【００５０】
　以上、本発明の各実施形態について説明したが、本発明の技術範囲は上記実施形態に限
定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において構成要素の組み合わせを
変えたり、各構成要素に種々の変更を加えたり、削除したりすることが可能である。
【００５１】
　例えば、上述の各実施形態では、処置具が操作部材と操作部材を動作させる軸とを一組
有し、一軸で湾曲可能な例を説明したが、本発明の処置具はこれに限定されず、二軸で湾
曲される処置具であってもよいことは当然である。この場合、第二軸における操作部材お
よびセンシングワイヤを処置具のベースに配置し、これに対応する駆動部の軸および検出
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部の軸を同様に駆動ユニットのベースに配置すればよい。
　また、上述した湾曲部およびエンドエフェクタの開き状態に加えて、エンドエフェクタ
の挿入部の軸線を中心とした回転位置を形状規定部により規定してもよい。以下にそのよ
うな変形例を示す。
【００５２】
　図１７に示す変形例の処置具５０Ｂでは、エンドエフェクタ５３に湾曲部５２の外面よ
りも径方向外側に突出した突起５３ｂが設けられており、湾曲部５２の一部にも、突起５
３ｂと同様の態様で突出する突起５２ｂが設けられている。図１８に示すように、本変形
例の形状規定部４２Ａでは、本体４３および押圧部材４４に、突起５２ｂおよび５３ｂが
進入可能な溝４７が形成されている。したがって、処置具５０Ｂは、突起５２ｂと突起５
３ｂとの位相を一致させなければ形状規定部４２Ａに挿入することができない。使用者が
突起５２ｂと突起５３ｂとの位相を一致させて形状規定部４２Ａに挿入することにより、
湾曲部５２が直線状に規定されるとともに、エンドエフェクタ５３の回転位置も所定の状
態に規定される。このような溝と突起による回転位置の規定は、第二実施形態における治
具型の形状規定部にも適用可能である。
【００５３】
　エンドエフェクタと湾曲部との位置関係を所定の状態に規定する構造は、上述の溝と突
起に限られない。例えば、図１９（ａ）に示すように、内腔と平行に延びるピン９６を有
する形状規定部９１Ａを用い、エンドエフェクタ５３および湾曲部５２に、ピン９６が挿
通可能な挿通部５３ｃおよび５２ｃをそれぞれ設ける。このようにすると、図１９（ｂ）
のように、エンドエフェクタ５３および湾曲部５２を形状規定部９１Ａに挿入するには、
挿通部５３ｃと挿通部５２ｃとの位相を一致させ、かつ２つの挿通部５３ｃ、５２ｃとピ
ン９６との位相を一致させなければならないため、形状規定部９１Ａに挿入するだけで、
エンドエフェクタ５３と湾曲部５２との位置関係を所定の状態に規定することができる。
【００５４】
　また、エンドエフェクタが湾曲部に対して回転しない場合でも、シースに対して処置具
の回転位置を所定の位相に規定することで、シースから突出するエンドエフェクタの状態
を所定の状態とすることができる。したがって、シースと一体に設ける形状規定部におい
て、上述の変形例のような構成が採用されてもよい。このとき、突起や挿通部は、エンド
エフェクタおよび湾曲部の両方に設けられる必要はなく、エンドエフェクタに対して回転
しない任意の部位に設けられればよい。この場合、形状規定部内に設けた螺旋溝と当該螺
旋溝に係合する突起などによっても、シースに対して処置具の回転位置を所定の位相に規
定することが可能である。
　なお、形状規定部をシースと別体にする場合は、シースと形状規定部との回転方向にお
ける相対位置関係を固定した状態で形状規定部に処置具を挿入すればよい。この際、床面
や上述のベース等の基準平面を介してシースと形状規定部との相対位置関係を固定しても
よい。
【００５５】
　また、上述の各実施形態では、マスタ入力部により遠隔操作が行われるマスタスレーブ
マニピュレータの例を示したが、本発明の医療用マニピュレータはこれには限定されず、
操作入力を行う部位が駆動ユニットと一体とされた医療用マニピュレータであっても構わ
ない。
【００５６】
　さらに、形状規定部によって規定される湾曲部の形状は直線状には限らず、例えば、所
望の向きおよび角度に湾曲された状態に規定するよう構成されてもよい。この場合も、湾
曲部が所望の向きおよび角度に湾曲された状態における駆動ユニットの軸の向きおよび角
度を、湾曲部の向きと角度と同一となるように演算部が設定することで、同様の効果を得
ることが出来る。
【００５７】
　また、本発明における形状規定部において、検知部は必須の構成ではない。例えば、形
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されたと使用者が確認できたところで、操作部あるいは表示部のインターフェースに所定
の操作入力を行う。そして、演算部が当該操作入力による信号を受け取ったときに駆動ユ
ニットの軸の設定を更新して位相合わせを行うようにしてもよい。この場合、使用者は、
処置具を所定作動状態に規定した後で駆動ユニットに装着してもよい。
【００５８】
　さらに、各実施形態で示した軸係合のための凹凸や、突起とスリット等の凹凸関係はい
ずれも逆転されても構わない。また、本発明では、駆動ユニットの軸ずれ量を位相合わせ
に用いないため、係合部位の断面が正多角形である必要はなく、駆動力伝達効率の観点等
から係合部位の具体的形状が適宜設計されてよい。
【００５９】
　また、本発明の医療用マニピュレータは、それぞれ規定する所定作動状態が異なる複数
種類の形状規定部を備えてもよい。このとき、位相設定部に形状規定部ごとの設定位相情
報を記憶させておき、使用されている形状規定部の識別情報に応じて所定の値に位相を設
定するように構成されてもよい。
【００６０】
　また、本発明の処置具交換方法では、使用者が処置具の形状を所定作動状態に保持して
から、使用者が当該所定作動状態に対応付けた位相情報を入力して位相設定を行ってもよ
い。
　また、処置具の形状を所定作動状態に保持してから駆動ユニットに装着してもよい。
【符号の説明】
【００６１】
１　マスタスレーブシステム（医療用マニピュレータ）
４２、４２Ａ、９１、９１Ａ　形状規定部
４４　押圧部材
４５、９３　検知部
５０、５０Ａ、５０Ｂ　処置具
５２　湾曲部
５３　エンドエフェクタ
５４　操作ワイヤ（操作部材）
５５ａ　軸（処置具側駆動軸）
５６　センシングワイヤ（作動量検出部材）
５７ａ　軸（処置具側検出軸）
７０　駆動ユニット
７１　第一軸（駆動ユニット側駆動軸）
７２　駆動部
７３　第二軸（駆動ユニット側検出軸）
７４　検出部
８３　演算部（位相設定部）
９４ａ　第一領域
９４ｂ　第二領域
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